
 郡山市開発許可申請等の手続要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）、都市計画法施

行令（昭和44年政令第158号。以下「政令」という。）及び都市計画法施行規則（昭和44年建設

省令第49号。以下「施行規則」という。）に基づく、開発許可申請等の手続事務に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（開発許可申請） 

第２条 法第29条第１項又は第２項の規定による開発許可を受けようとする者は、開発許可申請

書（第１号様式（その１）又は（その２））に必要な書類（第３号様式から第12号様式まで）、

別表に掲げる図書及びその他市長が必要とする書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなけ

ればならない。 

（開発行為の協議） 

第３条 法第34条の２第１項の規定による開発行為の協議を行なおうとする者は、開発行為協議

書（第２号様式）に必要な書類（第３号様式から第５号様式及び第10号様式）、別表に掲げる

図書及びその他市長が必要とする書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなければならない。 

（工事着手届） 

第４条 開発許可を受けた者又は開発行為の協議を行った者が、当該許可に係る工事に着手しよ

うとするときは、現場管理者を定め、主要な工事の工程表を添付して、工事着手届出書（第13

号様式）を市長に１部提出しなければならない。 

（開発標識の掲示） 

第５条 開発許可を受けた者又は開発行為の協議を行った者は、当該開発区域内の見やすい場所

に開発標識（第14号様式）を工事開始時から終了までの間掲示しておかなければならない。こ

の場合において、開発区域の面積が１ヘクタール以上のときは、当該開発許可に付された許可

の条件の内容を記載した標識を併せて掲示しなければならない。 

（工事施行状況の報告） 

第６条 開発許可を受けた者又は開発行為の協議を行った者は、工事の施行状況について、常に

写真、資料等を整備しておき、市長から指示があった場合又は必要があると認められる場合は、

報告を行わなければならない。 

（変更許可申請） 

第７条 法第35条の２第１項の規定により開発行為の変更許可を受けようとする者は、開発行為

変更許可申請書（第15号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなければなら

ない。 

(1) 変更前後対照表（第17号様式） 

(2) 前回までの許可書の写し 

(3) 工事の施行状況を記載した図書又は写真 

(4) 変更に係る新旧対照図 

(5) その他市長が必要とする図書 

（変更の協議） 

第８条 法第 35 条の２第４項の規定により開発行為の変更協議を行なおうとする者は、開発行

為変更協議書（第 16 号様式）に前条第１号から第５号の書類を添付し、市長に正副各１部を提 



出しなければならない。 

（変更届） 

第９条 法第35条の２第３項の規定による軽微な変更にあっては、開発行為変更届出書（第18

号様式）に第７条第２号から第５号の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなければなら

ない。 

（工事完了公告前の建築等承認申請） 

第10条 法第37条第１号の規定により、工事完了公告前に建築等をしようとする者は、工事完了

公告前の建築等承認申請書（第19号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各1部を提出しな

ければならない。 

(1) 開発許可書の写し 

(2) 建築物概要書（第20号様式） 

(3) 申請しようとする建築物等の敷地の公図の写し及び土地の登記事項証明書 

(4) 現況図又は現況写真 

(5) 建物配置図並びに建築物平面図及び立面図 

(6) 開発行為の検査済証の交付及び工事完了公告があるまで建築物を営業その他の目的で一

切使用しない旨の確約書 

(7) その他市長が必要とする書類 

（一般承継の届出） 

第11条 法第44条の規定により、開発許可及び法第43条第１項の許可の地位を承継した者は、遅

滞なく地位の承継届出書（第21号様式）に開発許可書の写し及び地位を承継したことを証する

書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなければならない。 

（特定承継の承認申請） 

第12条 法第45条の規定により、開発許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとする者は、

地位の承継承認申請書（第22条様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 開発許可書の写し 

(2) 土地の所有権、工事施行に関する権限等を取得したことを証する書類 

(3) 承継人が法人の場合には、法人の登記事項証明書及び定款等 

(4) 承継人の資力信用調書（第７号様式）（自己用住宅及び１ヘクタール未満の自己業務用を除く。） 

(5) 承継人の事業経歴書 

(6) 承継人の納税証明書 

（工事廃止届） 

第13条 法第38条の規定により開発許可に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、開発行為に

関する工事の廃止届出書（第23号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなけ

ればならない。 

(1) 開発許可書の写し 

(2) 工事を廃止する理由書 

(3) 廃止時における当該土地の状況を表した図書 

(4) 廃止に伴う措置方針を表した図書 

(5) その他市長が必要とする書類 

（工事完了届） 



第14条 法第36条第１項の規定により開発許可に関する工事又は公共施設に関する工事を完了

したときは、当該開発許可に公共施設に関する工事が含まれていない場合には工事完了届出書

（第24号様式）を、当該開発許可に公共施設に関する工事が含まれている場合には工事完了届

出書及び公共施設工事完了届出書（第25号様式）を、それぞれに必要な書類を添付し、市長に

提出しなければならない。この場合の届出書等の提出部数は、工事完了届出書あっては１部、

公共施設工事完了届出書にあっては２部とする。 

(1) 工事完了届出書に添付する書類 

ア 位置図 

イ 工事完了図（土地利用計画図に準じて出来高を表示すること。） 

ウ 地積測量図 

エ 新旧公共施設求積図 

オ 区画割求積図 

カ 新旧土地所在図 

キ 工事施行中及び工事施行前後の写真 

(2) 公共施設工事完了届出書に添付する書類 

ア 位置図 

イ 公共施設工事完了図（土地利用計画図に準じて出来高を表示すること。） 

ウ 地積測量図 

エ 新旧公共施設求積図 

オ 区画割求積図  

カ 新旧公共施設土地所在図 

キ 工事施行中及び工事施行前後の写真 

（公共施設の費用負担協議） 

第15条 法第40条第３項の規定により、市街化区域内の主要公共施設の帰属に係る費用負担を地

方公共団体に求めようとする者は、工事完了公告の日から３ヶ月以内に、費用負担の協議申請

書（第26号様式）を当該公共施設が帰属することとなる関係団体に提出しなければならない。 

（建築物の特例許可申請） 

第16条 法第41条第２項の規定により、建築物の形態等の制限の解除を求めようとする者は、建

築物の特例許可申請書（第27号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 開発許可書の写し 

(2) 建築物概要書（第20号様式） 

(3) 建築しなければならない理由書 

(4) 位置図 

(5) 区域図 

(6) 現況図及び現況写真 

(7) 土地利用計画図 

(8) 建築物平面図及び立面図 

（予定建築物以外の建築等許可申請） 

第17条 法第42条第１項の規定により、予定建築物以外の建築等の許可を受けようとする者は、

予定建築物等以外の建築等許可申請書（第28号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部



を提出しなければならない。 

(1) 開発許可書の写し 

(2) 建築等しなければならない理由書 

(3) 土地及び建築物の所有者等の同意書及び印鑑証明書 

 (4) 位置図 

 (5) 区域図 

(6) 現況図又は現況写真 

(7) 土地利用計画図 

(8) 建築物平面図及び立面図 

（国の協議） 

第18条 法第42条第２項の規定により、国が協議を行うときは、予定建築物等以外の建築等協議

書（第29号様式）に前条第２号から第７号の書類を添付して、市長に正副各１部を提出するも

のとする。 

（市街化調整区域における建築等許可申請） 

第19条 法第43条第１項の規定により、建築物等の建築等をしようとする者は、市街化調整区域

における建築等申請書（第30号様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 申請人が法人の場合には、法人の登記事項証明書及び定款 

(2) 土地及び建築物の所有者等の同意書及び印鑑証明書 

(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し 

(4) 政令第36条第１項第３号（法第34条各号）に該当することを表す書類 

(5) 位置図、区域図、土地利用計画図等の必要な図書 

(6) 建築物平面図及び立面図 

（市街化調整区域における建築等の協議） 

第20条 法第43条第３項の規定により、建築物等の建築等をしようとする者は、市街化調整区域

における建築等協議書（第31号様式）に前条第２号から第６号の書類を添付し、市長に正副各

１部を提出しなければならない。 

（建築標識の掲示） 

第21条 第10条及び第16条から第20条の許可等を受けた者は、建築現場の見やすい場所に建築標

識（第32号様式）を当該工事に着手する日から完了するまでの間掲示しておかなければならな

い。 

（既存権利の届出） 

第22条 法第34条第13号の規定により、既存の権利を届け出ようとする者は、既存の権利の届出

書（第33条様式）に次の書類を添付し、市長に正副各１部を提出しなければならない。 

(1) 土地についての権利を証する書類 

(2) 農地である場合は、農地転用許可書の写し 

（開発登録簿の閲覧） 

第23条 開発登録簿は、郡山市開発登録簿閲覧規則（平成９年郡山市規則第３号）に定める閲覧

所の場所で閲覧に供するものとする。 

（開発登録簿写しの交付申請） 

第24条 法第47条第５号の規定により、開発登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発



登録簿写しの交付申請書（第34号様式）を市長に提出し、所定の手数料を納入しなければなら

ない。 

（開発行為又は建築等に関する証明） 

第25条 施行規則第60条の規定により証明書の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等

に関する証明書交付申請書（第35号様式）を市長に正副各１部を提出しなければならない。 

（手数料） 

第26条 開発許可等の申請をしようとする者は、郡山市手数料条例（平成11年郡山市条例第46

号）に定める金額を添えて市長に提出しなければならない。 

附 則（平成９年３月31日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に効力を有する開発許可申請等の手続要綱（福島県要綱。昭和62

年10月１日施行）の規定により福島県知事が行った処分その他の行為又は現に福島県知事に対

してなされている申請その他の行為は、この要綱の相当規定により市長が行った処分その他の

行為又は市長に対してなされている申請その他の行為とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成16年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に効力を有する郡山市開発許可申請等の手続要綱（平成９年４月１

日施行）の規定により市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対してなされている申請

その他の行為は、この要綱の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して

なされている申請その他の行為とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成19年11月30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 



（別表）開発許可申請添付図書一覧 

Ａ 自己用住宅 

Ｂ 自己業務用（建築物等） 

Ｃ その他の建築物等 

【書 面】                        （※印は様式の定められているもの） 

添付

順序 
図面の名称 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

１ 

開発許可申請書(※) 法－30 

規 則 －

15 

 ・申請者等の電話番号等を記入

すること 

・他の法令による許認可等を要

する場合には、その手続状況

を記入すること 

○ ○ ○ 

２ 

法人の登記事項証明

書及び定款等 

  ・申請人が法人の場合添付する

こと（定款には実印を押印の

うえ、印鑑証明書を添付する

こと） 

○ ○ ○ 

３ 
設計説明書(※) 規 則 －

16－2 

開発の目的、必要性等を

簡述すること 

・工区に分割したときは、工区

別の内訳表を作成すること 
× ○ ○ 

４ 

法第34条各号に該当

することを表す書類 

(法第34条第13号に該

当する場合にはその

権利を証する書類) 

規 則 －

15－(3) 

 ・市街化調整区域内の開発許可

申請時に必要 

○ ○ ○ 

５ 

開発行為同意書 

①公図の写し 

②土地の登記事項証

明書 

（全部事項証明書） 

③同意書(※) 

規 則 －

17－1－

(3) 

①開発区域を朱線で明示

すること 

②権利の種別 

（所有権、地上権、地役権、

抵当権、賃借権等） 

・備付法務局名、方位、縮尺、

転写月日を明記し、転写者が

記名すること 

・開発区域若しくは開発行為に

関する工事をしようとする土

地又は建築物等につき、権利

を有する者の同意を得ること 

・同意者の実印を押印のうえ、

印鑑証明書を添付すること 

○ ○ ○ 

６ 

公共施設管理者の同

意書(※) 

法 － 30

－2 

 ・開発行為に関係がある公共施

設の管理者の同意を得ること 

（例：道路管理者、河川管理者、

農業用水路管理者等） 

○ ○ ○ 

７ 

公共施設管理予定者

との協議書(※) 

法 － 30

－2 

 ・新たに設置される公共施設を

管理することとなる者と協議

すること 

（上記の外20ha以上の開発行為

については義務教育施設の設

置義務者、水道事業者、40ha

以上の開発行為については一

般電気事業者、ガス事業者、

地方鉄道事業者、軌道経営者

と協議すること） 

 

○ ○ ○ 

８ 

公共用地との境界確

定証明書 

  ・公共用地が開発区域内に存す

る場合及びその周辺に接して

いる場合に必要 

○ ○ ○ 

９ 

農業用水利権者の同

意書（必要がある場

合） 

  ・雨水汚水等を農業用水路に放

流する場合に必要 ○ ○ ○ 

10 

設計者の資格を証す

る書類(※) 

規 則 －

17－1－

(4) 

 ・最終学校卒業証明書等を添付

すること △ △ △ 



添付

順序 
図面の名称 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

11 資金計画書(※) 
規則－

15－(4) 

預金残高証明書、融資証

明書等（金融機関以外の場

合は、印鑑証明書添付） 

・調達方法を裏付ける書類を添

付すること 
× △ ○ 

12 

申請者の資力信用調

書(※) 

法 － 33

－ 1 －

(12) 

①財務諸表 

②納税証明書 

（法人税又は所得税、事業

税、市民税、固定資産税及

び事業所税等） 

・申請者が個人の場合 

①住民票、略歴書 

②納税証明書（所得税、市民税

及び固定資産税等） 

 

× △ ○ 

13 

工事施行者の工事能

力調書(※) 

法 － 33

－ 1 －

(13) 

①事業経歴書 

②登記事項証明書 

③建設業許可証明書又は

建設業許可書の写し 

 

× △ ○ 

14 
現況写真  撮影方向を平面図に明記

すること。 

・開発区域全体が把握できるも

のを添付すること。 
○ ○ ○ 

○：必要 
×：不要 
△：１ha以上必要 

 

【図面等】 ※紙による添付に併せて、ＰＤＦデータによる提出も必要 
添付

順序 
図面の名称 縮尺 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

１ 

開発区域

位置図 

1/50000 

以上 

規 則 －

17－1－

(1)、 

17－2 

①開発区域の位置 

②主要交通機関からの経路、名称 

③主要道路の名称 

④排水先の河川への経路、名称 

⑤周辺の都市施設 

・1/25,000の都市計画総

括図のある区域は、そ

れによること ○ ○ ○ 

２ 

開発区域

区域図 

1/2,500 

以上 

規 則 －

17－1－

(2)、 

17－3 

①開発区域、都道府県界、市町村界、

町又は字界、都市計画区域界 

②土地の地番及び形状 

・1/2,500の都市計画図の

ある区域は、それによ

ること 

・開発区域は朱線で明示

すること（以下の図面

についても同じ） 

○ ○ ○ 

３ 

現況図 1/2,500 

以上 

規 則 －

16－4 

①地形（標高差を示す等高線、建築

物及び既存擁壁等の工作物の位置

及び形状） 

②開発区域の境界 

③開発区域及び開発区域の周辺の公

共施設（道路、公園、緑地、広場、

河川、水路、取水施設その他公共

施設並びに官公署、文教施設その

他公益施設の位置及び形状、道路

の幅員、道路交差点の地盤高、河

川又は水路の幅員）を実測により

表示すること。 

④令第28条の２第１号に規定する樹

木又は樹木の集団の状況（位置） 

⑤令第28条の２第２号に規定する切

土又は盛土を行う部分の表土の状

況（位置） 

・等高線は２ｍの標高差

を示すものであること 

・樹木若しくは樹木の集

団又は表土の状況にあ

っては、規模が１ha以

上の開発行為について

記載すること 

・埋蔵文化財に関する調

査を要した箇所は、そ

の調査実施箇所を記載

すること。 

・土砂災害特別警戒区域

においては、その許可

申請をした区域を図面

に記載すること。 

○ ○ ○ 

４ 

求積図 1/500 

以上 

 ①開発区域求積図 

②新旧公共施設求積図 

③区画割求積図 

・求積方法は原則として

座標法等とし、算式に

ついても明示すること 
○ ○ ○ 



添付

順序 
図面の名称 縮尺 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

５ 

土地利用

計画図 

1/1,000 

以上 

規 則 －

16－4 

①開発区域の境界（赤線で表示） 

②公共施設の位置及び形状（公園、

緑地、広場の位置、形状、面積、

出入口及びさく又はへいの位置、

開発区域外の道路の位置、形状及

び幅員、排水施設の位置、形状及

び水の流れの方向、都市計画施設 

又は地区計画に定められた施設の

位置、形状及び名称、消防水利、

河川その他の公共施設の位置及び

形状、遊水池（調整池）の位置及

び形状（多目的利用の場合にあっ

ては、専用部分と多目的利用の区

分） 

③予定建築物等の敷地の形状及び面

積 

④敷地に係る予定建築物等の用途 

⑤公益的施設の敷地の位置、形状、

名称及び面積 

⑥樹木又は樹木の集団の位置 

⑦緩衝帯の位置、形状及び幅員 

⑧法面（がけを含む）の位置及び形

状、擁壁の位置及び種類 

⑨開発区域はもとより当該土地に隣

接する土地及び公共施設等の状況

を実測により表示すること 

⑩ごみ集積所 

・凡例ごとに着色するの

が望ましい 

○ ○ ○ 

６ 

造成計画

平面図 

1/1,000 

以上 

規 則 －

16－4 

①開発区域の境界（赤線で表示） 

②切土又は盛土をする土地の部分の

着色 

③擁壁の位置、種類及び高さ、法面

（がけを含む）の位置及び形状 

④道路の中心線、延長、幅員、勾配

及び交差点の計画高 

⑤遊水池（調整池）の位置及び形状 

⑥予定建築物等の敷地の形状及び計

画高 

・切土又は盛土をする土

地の部分で、表土の復

元等の措置を講ずるも

のがあるときは、その

部分を図示すること 

・現況図を利用して作成

すること 

○ ○ ○ 

７ 

造成計画

断面図 

1/1,000 

以上 

規 則 －

16－4 

①開発区域の境界（赤線で表示） 

②切土又は盛土をする前後の地盤面 

③計画地盤高 

・高低差の著しい箇所に

ついて作成すること ○ ○ ○ 

８ 

がけの断

面図 

1/50 

以上 

規 則 －

16－4 

①がけの高さ、勾配及び土質（土質

の種類が２以上であるときは、そ

れぞれの土質及びその地層の厚

さ） 

②切土又は盛土をする前の地盤面 

③小段の位置及び幅 

④がけ面の保護の方法（石張り、張

り芝、モルタル吹付け等） 

・切土をした土地の部分

に生じる高さが２ｍを

超えるがけ、盛土をし

た土地の部分に生ずる

高さが１ｍを超えるが

け又は切土と盛土を同

時にした土地の部分に

生ずる高さが２ｍを超

えるがけについて作成

すること 

○ ○ ○ 



添付

順序 
図面の名称 縮尺 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

９ 

擁壁の構

造図 

1/50 

以上 

規 則 －

16－4 

①擁壁の寸法及び勾配 

②擁壁の材料の種類及び寸法 

③裏込めコンクリートの寸法 

④透水層の位置及び寸法 

⑤擁壁を設置する前後の地盤面 

⑥基礎地盤の土質 

⑦基礎杭の位置、材料及び寸法 

⑧展開図 

・鉄筋コンクリート擁壁

のときは配筋図が必要 

○ ○ ○ 

10 

排水施設

計画平面

図 

1/500 

以上 

規 則 －

16－4 

①開発区域の境界（赤線で表示） 

②排水区域の区域界 

③遊水地（調整池）の位置及び形状 

④都市計画に定められた排水施設の

位置、種類、材料、形状、内のり

寸法及び勾配 

⑤道路側溝その他の排水施設の位

置、種類、材料、形状、内のり寸

法及び勾配 

⑥排水管の勾配及び管径 

⑦人孔の位置及び人孔間距離 

⑧水の流れの方向 

⑨吐口の位置 

⑩放流先河川又は水路の名称、位置

及び形状 

⑪予定建築物等の敷地の形状及び計

画等 

⑫道路、公園その他の公共施設の敷

地の計画高 

⑬法面（がけを含む）又は擁壁の位

置及び形状 

・集水区域を明示のこと 

○ ○ ○ 

11 

排水施設

構造図 

1/50 

以上 

法 － 33

－3 

令－26 

①排水施設構造詳細図 

②開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水

桝吐口等 

 

○ ○ ○ 

12 

流末水路

構造図 

1/50 

以上 

法 － 33

－3 

令－26 

①放流先の水路、河川の構造詳細（常

水面も表示のこと） 

②放流口の排水施設の構造詳細図 

・遊水池等の場合は、そ

の構造 ○ ○ ○ 

13 

道路横断

図 

1/100 

以上 

令 － 25

－2～5 

 

①路面、路盤の詳細 

②道路側溝の位置、形状及び寸法 

③雨水桝及び取付管の形状 

④埋設管の位置、勾配、形状及び人

孔の形状 

⑤道路横断勾配 

⑥幅員 

・道路、幅員、構造別に

表示すること 

○ ○ ○ 

14 

道路縦断

図 

1/500 

以上 

規 則 －

24－3 

①測点、勾配 

②計画等、地盤高 

③単距離、追加距離 

④道路記号 

⑤基準線 

・幹線街路及び主要区画

街路について作成する

こと ○ ○ ○ 

15 

防災工事

計画平面

図 

1/1,000 

以上 

令 － 26

－2 

①地形（等高線等） 

②計画道路路線 

③防災施設の位置、形状、寸法及び

名称 

④段切位置 

⑤表土除去位置 

⑥ヘドロ除去位置、除去深さ 

⑦流土計画 

⑧工事中の雨水、排水系路 

⑨防災施設の設置時期及び期間 

・開発区域が10ha以上の

場合は、防災設計図を

別途作成すること 

○ ○ ○ 



添付

順序 
図面の名称 縮尺 法令 明示すべき事項 注意事項 Ａ Ｂ Ｃ 

16 

防災施設

構造図 

1/50 

以上 

令 － 26

－2 

・防災施設構造詳細図 ・防災調節池、調整池、

沈砂池等防災施設につ

いて作成すること 

○ ○ ○ 

17 

給水施設

計画平面

図 

1/500 

以上 

規 則 －

16－4 

①給水施設の位置、形状、内のり寸

法 

②取水の方法 

③消火栓の位置 

④予定建築物等の敷地の形状及び計

画高 

・排水施設計画平面図に

まとめて図示してもよ

い 
× ○ ○ 

18 

下水道縦

断図 

1/500 

以上 

令 － 26

－2 

 

①人孔の種類、形状、位置及び間隔 

②排水管の勾配、管径、土被り及び

管底高 

③地盤高及び計画地盤高 

・道路縦断図と兼ねても

よい 
○ ○ ○ 

19 

電気施設

等計画平

面図 

1/500 

以上 

規 則 －

20の2 

・電柱、電話柱等の位置及び配線 

・ガス基地の位置及び配管 

・電柱は道路面に設置し

ないこと 

・電気供給者、ＮＴＴ、

ガス供給者と協議のう

え作成すること 

× ○ ○ 

20 

構造計算

書 

 規 則 －

27 

 ・鉄筋コンクリート擁壁、

重力式コンクリート擁

壁、その他橋梁等の構

造物を設置するとき 

・国土交通省及び福島県

の図集を使用のときは

その写し 

○ ○ ○ 

21 

安定計算

書 

 規 則 －

27 

 ・擁壁で保護しないがけ

等について作成するこ

と 

○ ○ ○ 

22 

水理計算

書 

 令－26  ・排水施設、下水道施設、

防災施設等について作

成すること。 

○ ○ ○ 

23 

工程表    ・梅雨期にかかる工事に

ついては、特に詳細に

記入すること。 

× ○ ○ 

24 

予定建築

物等の平

面図及び

立面図 

1/100 

以上 

法 － 33

－1－1 

・建築物等の用途  

○ ○ ○ 

25 

その他の

公共、公

益施設設

計平面図 

1/100 

以上 

法 － 33

－1－2 

 ・公園、造成緑地等につ

いて作成すること。 
× ○ ○ 

26 

仕様書    ・開発区域が10ha以上の

場合は必ず添付するこ

と。10ha未満の場合は

必要に応じ添付させる

ことがある。 

○ ○ ○ 

27 

その他市

長が必要

とする書

類 

   ・残土処理場等 

○ ○ ○ 

○：必要 
×：不要 
△：１ha以上必要



開発許可申請手数料一覧（郡山市手数料条例） 

許 可 等 手数料の名称 単     位 金 額 

法第29条又は附則第４項の規

定に基づく開発行為の許可 

 

開発行為

許可申請

手数料 

主として自

己の居住の

用に供する

住宅の建築

の用に供す

る目的で行

う開発行為 

開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満のとき         １件 
  8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満のとき 

１件 

 22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満のとき 

     １件 

 43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上１ヘクタール未満のとき １件 
 86,000円

開発区域の面積が１ヘクタール以

上３ヘクタール未満のとき １件 
 130,000円

   開発区域の面積が３ヘクタール以

上６ヘクタール未満のとき １件 
 170,000円

   開発区域の面積が６ヘクタール以

上10ヘクタール未満のとき １件 
 220,000円

   開発区域の面積が10ヘクタール以

上のとき         １件 
 300,000円

  主として、

住宅以外の

建築物で自

己の業務の

用に供する

ものの建築

又は自己の

業務の用に

供する特定

工作物の建

設の用に供

する目的で

行う開発行

為 

開発区域の面積が0.1ヘクタール未

満のとき        １件 
 13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満のとき 

    １件 

 30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満のとき 

    １件 

 65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上１ヘクタール未満のとき 

１件 

 120,000円

開発区域の面積が１ヘクタール以

上３ヘクタール未満のとき １件 
 200,000円

開発区域の面積が３ヘクタール以

上６ヘクタール未満のとき １件 
 270,000円

開発区域の面積が６ヘクタール以

上10ヘクタール未満のとき １件 
 340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以

上のとき         １件 
 480,000円

その他の開開発区域の面積が0.1ヘクタール未  86,000円



発行為 満のとき        １件 

開発区域の面積が0.1ヘクタール以

上0.3ヘクタール未満のとき 

     １件 

 130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以

上0.6ヘクタール未満のとき 

     １件 

 190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以

上１ヘクタール未満のとき 

１件 

 260,000円

開発区域の面積が１ヘクタール以

上３ヘクタール未満のとき １件 
 390,000円

開発区域の面積が３ヘクタール以

上６ヘクタール未満のとき １件 
 510,000円

開発区域の面積が６ヘクタール以

上10ヘクタール未満のとき １件 
 660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以

上のとき         １件 
 870,000円

法第35条の２(法附則第５項

において準用する場合を含 

む。)の規定に基づく開発行為

の変更許可 

開発行為変更許可申

請手数料 

変更許可申請１件につき、次に掲げる額を合算

した額。ただし、その額が 870,000円を超える

ときは、その手数料の額は、 870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに

該当する場合を除く。)については、開発区 

  域の面積(イに規定する変更を伴う場合に

あっては変更前の開発区域の面積、開発区

域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開

発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手

数料に規定する額に10分の１を乗じて得た

額 

  イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法

第30条第１項第１号から第４号まで(法

附則第５項において準用する場合を含 

む。)に掲げる事項の変更については、新た

に編入される開発区域の面積に応じ開発行

為許可申請手数料に規定する額 

  ウ その他の変更     

           １件  10,000円 

法第41条第２項ただし書(法

第35条の２第４項(法附則第

５項において準用する場合を

市街化調整区域内等

における建築物の特

例許可申請手数料 

１件  46,000円



含む。)及び附則第５項におい

て準用する場合を含む。)の規

定に基づく建築の許可 

法第42条第１項ただし書(法

附則第５項において準用する

場合を含む。)の規定に基づく

建築等の許可 

予定建築物等以外の

建築等許可申請手数

料 
１件  26,000円

法第43条の規定に基づく建築

等の許可 

開発許可を受けない

市街化調整区域内の

土地における建築等

許可申請手数料 

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の

とき           １件 
  6,900円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上

0.3へクタール未満のとき  １件 
 18,000円

  敷地の面積が0.3ヘクタール以上

0.6へクタール未満のとき  １件 
 39,000円

  敷地の面積が0.6ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき   １件 

 

 69,000円

  敷地の面積が１ヘクタール以上の

とき           １件 
 97,000円

法第45条(法附則第５項にお

いて準用する場合を含む。)の

規定に基づく開発許可を受け

た地位の承継の承認 

開発許可を受けた地

位の承継の承認申請

手数料 

承認申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の用に供

する目的で行うもの又は主とし

て、住宅以外の建築物で自己の業務

の用に供するものの建築若しくは

自己の業務の用に供する特定工作

物の建設の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の面積が１

ヘクタール未満のものであると 

  1,700円

  き            １件 

承認申請をする者が行おうとする

開発行為が、主として、住宅以外の

建築物で自己の業務の用に供する

ものの建築又は自己の業務の用に

供する特定工作物の建設の用に供

する目的で行うものであって開発

区域の面積が１ヘクタール以上の

ものであるとき     １件 

  2,700円

承認申請をする者が行おうとする

開発行為が上記以外のものである

とき           １件 

 17,000円



法第47条第５項(法附則第５

項において準用する場合を含

む。)の規定に基づく開発登録

簿の写しの交付 

開発登録簿の写しの

交付手数料 
用紙１枚    470円

省令第60条の規定に基づく開

発行為又は建築に関する証明

書等の交付 

開発行為又は建築に

関する証明書等の交

付手数料 

１件    250円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（その１）（第２条関係） 

開 発 許 可 申 請 書 

都市計画法第29条第１項の規定により、開発行為の許可を申請します。 

郡山市長 

※ 手 数 料 

円 

年   月   日 

〒 

住 所 

申請者 

氏 名                   

TEL 

※ 収 受 欄 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 
開発区域に含まれる  

地 域 の 名 称  

郡山市 

 

２ 開発区域の地目、面積 地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

４ 工事施行者の住所、氏名 
 

 

５ 工事着手予定年月日  年     月     日 

６ 工事完了予定年月日  年     月     日 

７ 
自己の居住又は業務の用 

に供するものか否かの別 
自己用（ 居 住 ・ 業 務 ）  その他 

８ 
法 第 3 4条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 

 

 

９ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

住  所 

申請代理者     氏  名 

電  話 

 

 

TEL 

（注）１ 申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ 「８ 法第3 4条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整区

域において行われる場合に記載すること。 

４ 「９ その他必要な事項」欄には、開発行為を行うことについて、農地法、その他の法令

による許可認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 



第１号様式（その２）（第２条関係） 

開 発 許 可 申 請 書 

都市計画法第29条第２項の規定により、開発行為の許可を申請します。 

 

郡山市長 

※ 手 数 料 

 

円 

年   月   日 

〒 

住 所 

申請者 

氏 名                   

TEL 

※ 収 受 欄 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 
開発区域に含まれる  

地 域 の 名 称  

郡山市 

 

２ 開発区域の地目、面積 地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

４ 工事施行者の住所、氏名 
 

 

５ 工事着手予定年月日  年     月     日 

６ 工事完了予定年月日  年     月     日 

７ 
自己の居住又は業務の用 

に供するものか否かの別 
自己用（ 居 住 ・ 業 務 ）  その他 

８ そ の 他 必 要 な 事 項 
 

 

住  所 

申請代理者     氏  名 

電  話 

 

 

TEL 

（注）１ 申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ 「８ その他必要な事項」欄には、開発行為を行うことについて、農地法、その他の法令

による許可認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 



第２号様式（第３条関係） 

開 発 行 為 協 議 書 

都市計画法第34条の２第１項の規定により、開発行為の協議をお願いしま

す。 

郡山市長 

※ 収 受 欄 

年   月   日 

〒 

住 所 

協議者 

氏 名                  ㊞ 

TEL 

 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 
開発区域に含まれる  

地 域 の 名 称  

郡山市 

 

２ 開発区域の地目、面積 地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

４ 工事施行者の住所、氏名 
 

 

５ 工事着手予定年月日  年     月     日 

６ 工事完了予定年月日  年     月     日 

７ 
自己の居住又は業務の用 

に供するものか否かの別 
自己用（ 居 住 ・ 業 務 ）  その他 

８ 
法 第 3 4条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 

 

 

９ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

（注）１ 協議者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ 「８ 法第3 4条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整区

域において行われる場合に記載すること。 

４ 「９ その他必要な事項」欄には、開発行為を行うことについて、農地法、その他の法令

による許可認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 



第３号様式（第２条、第３条関係） 

公 共 施 設 管 理 者 同 意 書 

 

年  月  日  

 

住 所 

公共施設管理者 

氏 名             印 

 

あなたが               で都市計画法に基づく開発行為を行うことについて、開

発区域予定地内に存する下記公共施設については、当該開発行為の設計に従い措置されることに同意

します。 

 

記 

 

公 共 施 設 名 所      在 措 置 条 件 等 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 

都市計画法第３２条の規定に基づく協議及び同意願出書 

 

令和  年  月  日 

 公共施設管理者  

郡山市長        様 

 

同意願出人（開発行為者） 

住 所 

氏 名 

 

 

都市計画法第２９条の規定による開発行為の許可を受けるため、下記にかかる公

共施設の用に供する土地の帰属ならびに管理等について協議及び同意願います。 

 

記 

 

 

１ 
開発区域に含まれ 

る 地 域 の 名 称 

 

２ 開 発 区 域 の 面 積 登記簿面積      ㎡  実測面積      ㎡ 

３ 
公 共 施 設 の 名 称

及 び 所 在 
別紙のとおり 

４ 予定建築物の用途 
 

５ 
工 事 施 行 者

住 所 ・ 氏 名 

 

６ 
工 事 着 手 ・ 完 了 

予 定 年 月 日 

 

７ その他必要な事項 
 

 

 



第４号様式 

 

１．新設する公共施設 

新設する公

共 施 設 の 

名称・所在 

新旧対照

図に付し

た番号 

概  要 

管理者 
用地の

帰属 
摘要 

延 長 
幅員 （管

径） 
面 積 

  ｍ ｍ ㎡    

注１．新設する公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。 

２．概要の欄の道路の幅員については有効幅員を、道路の面積については、道路敷きの面積を記入する

こと。 

３．同一物件に権利者が２名以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入すること。 

４．拡幅の場合は、従前の公共施設の名称、番号、幅員等を摘要の欄に記入すること。 

 

 

２．都市計画法第４０条１項の規定が適用される場合における従前の公共施設 

新設する公

共 施 設 の 

名称・所在 

新旧対照

図に付し

た番号 

概  要 

管理者 

公共施設の用

に供する土地

所有者 

用地

の帰

属 

摘要 

延 長 
幅 員 

(管径) 
面 積 

  ｍ ｍ ㎡     

注１．新設する公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。 

２．同一物件に権利者が２名以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入すること。 

 

 

３．関連する公共施設 

関 連 す る 公 共 施 設 の 

名 称 ・ 所 在 
管理者 備考 

   

注１．関連する公共施設の名称は、道路等の種別ごとに記入すること。 

 

（添付図面） 

  開発区域位置図、開発区域図、現況図、公図（字限図）、土地利用計画図、造成計画平面図、

造成計画断面図、給排水施設計画平面図、各種構造図、その他、現況写真 

 



第５号様式（第２条、第３条関係） 

開 発 行 為 同 意 書 

の施行にかかる開発行為については異議なく、その

施行について同意します。 

なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。 

１ 土地関係権利者 

所在及び地番 地目 地積 
権利の

種 別 

同 意 

年月日 
同意者の住所・氏名 印 

共有

関係 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

２ 工作物の関係権利者 

所在及び地番 地目 地積 
権利の

種 別 

同 意 

年月日 
同意者の住所・氏名 印 

共有

関係 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

（注）１ 「権利の種別」欄には、所有権、地上権、抵当権、賃貸権等の種別を記入すること。 

２ 同意者の実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 



第６号様式（第２条関係） 

設計者の資格に関する申告書 

設計者の氏名 

及び生年月日 

 
施行規則 

第 19条 

の該当号 

第１号 イ、ロ、ハ、二、 

ホ、へ、ト 

第２号 現 住 所 
 

勤務先の所在地 

及 び 名 称 

 

TEL 

最 終 学 歴  
年  月  日  卒業 ・ 中退 

学校名           学科名       修業年数 

資格免許等 

名   称 （イ）一級建築士 （ロ）技術士 （ハ） 

登録番号等 第     号 
（   ）部門 

第     号 

 

取得年月日 年 月 日 年 月 日 
 

す

る

実

務

経

歴 

宅

地

開

発

に

関 

工事及び実務の内容 実務に従事した期間 期間合計 

 年  月から 

年  月まで（  年  月） 

 年  月 
 年  月から 

年  月まで（  年  月） 

 年  月から 

年  月まで（  年  月） 

設

計

経

歴 

行
為
に
関
す
る 

ル
以
上
の
開
発 

二
十
ヘ
ク
タ
ー 

事業主名及び工事の名称 場 所 面 積 時 期 職務の内容 

  ha   

その他必要な事項  

※ 審 査 

（適・否） 

郡山市長 

上記のとおり相違ありません。          年  月  日 

 

申告者氏名              

（注）１ 申告者は氏名の記載を自署で行うこと。記載を自署で行わない場合には、実印を押印のう

え、印鑑証明書を添付すること。 

２ ※印欄は記入しないこと。 

３ この申告書は、１ha未満については不要であること。 

４ 卒業証明書又は免許等の写しを添付すること。 



第７号様式（第２条、第11条関係） 

申 請 者 の 資 力 信 用 調 書 

下記のとおり相違ありません。 

年  月  日  

住 所 

申請者 

氏 名                 

概 
 
 
 
 

要 

設 立 年 月 日  資 本 金 千円 

法令による許可等  

従 業 員 数  人（うち土木建築関係技術者   人） 

前年度事業量 千円 資産総額 千円 

前年度納税額 
法人税又は所得税       千円、事業税       千円 

市民税           千円、事業所税       千円 

主たる取引金融機関  

工事管理者住所及び氏名 
 

 

役 

員 

略 
歴 

職 名 氏 名 年 令 在社年数 資格、免許、学歴、その他 

     

     

     

     

宅 

地 

造 

成 

経 

歴 

工 事 名 工事施行者名 工事施行場所 施行面積 
着工 

完了 
年 月 

   ㎡  

     

     

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ 「法令による許可等」欄は、宅地建物取引業法による免許、建設業法による建設業許可等

について記入すること。 

４ 法人税又は所得税、事業税、市民税及び事業所税の納税証明書、法人の登記事項証明書を

添付すること。 



第８号様式（第２条関係） 

工 事 施行 者 の工 事 能力 調 書 

下記のとおり相違ありません。 

年  月  日  

住 所 

施行者 

氏 名               

TEL 

開発行為者住所及び氏名 
 

 

法令による 

許 可 等 

 設 立 年 月 日  

資 本 金  

主たる取引金融機関  

建設業法第26条による 

主任技術者住所及び氏名 

 

 

従
業
員
数 

事 務 技 術 労 務 計 納 

税 

額 

前 

年 

度 

法人税又は所得税 事業税 

人 人 人 人   

技
術
者
略
歴 

職 名 氏  名 年齢 在社年数 資格、免許、学歴、その他 

     

     

     

宅
地
造
成
工
事
経
歴 

注 文 主 名  元請・下請の別 工 事 施 行 場 所  面 積 完成年月日 

   ㎡  

   ㎡  

   ㎡  

   ㎡  

（注）１ 施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 施行者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び建設業許可証明書又は建設業許可証の写し

を添付のこと。 

４ 法令による許可等については、建設業法による建設業者許可について記入すること。 



第９号様式（第２条関係） 

資 金 計 画 書            （表面） 

１ 収支計画                                （単位 千円） 

科      目 金      額 

収 
 
 
 
 
 

入 

自  己  資  金 

 

借  入  金 

 

処  分  収  入 

宅 地 処 分 収 入 

 

補  助  負  担  金 

 

計 

 

支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 

用   地   費 

 

工   事   費 

 

整 地 工 事 費 

 

道 路 工 事 費 

 

排 水 施 設 工 事 費 

 

給 水 施 設 工 事 費 

 

 

 

 

附  帯  工  事  費 

 

 

 

事  務  費 

 

借  入  金  利  息 

 

計 

 



２ 年度別資金計画                                （裏面） 

（単位 千円） 

年 度  

科 目 
年度 年度 年度 年度 年度 

支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 

事  業  費 

 

用  地  費 

 

工  事  費 

 

附 帯 工 事 費  

 

事  務  費 

 

借 入 金 利 息  

 

 

 

借 入 償 還 金 

 

 

計 

     

収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 

自 己 資 金 

 

 

借  入  金 

 

 

処 分 収 入 

 

宅 地 処 分 収 入 

 

 

補 助 負 担 金 

 

 

計 

     

借 入 金 の 借 入 先 

 

 

    



第10号様式（第２条、第３条関係） 

設 計 説 明 書             （表面） 

 設 計 者 

住所氏名 

 

開発区域に含まれる 

地 域 の 名 称 

郡山市 申 請 者 

住所氏名 

 

設
計
の
方
針 

開発の目的 
 

 

基本方針 
 

 

開

発

区

域

の

現

況

 

地  域 

ア．市街化区域、イ．市街化調整区域 

ウ．非線引都市計画区域、エ．準都市計画区域 

オ．都市計画区域及び準都市計画区域外 

宅地造成規制区域 

（ 内 外 ） 

用途地域（         ） その他（         ） 

地目 

工区 
宅 地 農 地 山 林 里道水路等 その他 合 計 

 

第 工区 

 

合 計 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

  （100） 

現況説明 

（地形地質等） 

及び措置 

      

土
地
の
利
用
計
画 

 宅 地 公共施設用地 公益施設用地 その他 合 計 

 

第 工区 

 

 

合 計 

  ㎡ ％ 

   （ ） 

 

 

   （ ） 

㎡ ％ 

  （ ） 

 

 

  （ ） 

㎡ ％ 

   （ ） 

 

 

   （ ） 

  ㎡ ％ 

   （ ） 

 

 

   （ ） 

  ㎡ ％ 

   （ ） 

 

 

   （100） 

整
備
計
画 

の 

公
共
施
設 

公共施設 道 路 公 園 緑 地 水 路  合 計 

面積 ㎡       

比率 ％ （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

管理者       

配
置
計
画 

の 

公
益
施
設 

施設名       

面積 ㎡       

比率 ％ （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） （   ） 

給 水 施 設 ア．公営水道  イ．簡易水道  ウ．専用水道  エ．その他 

消防水利施設 ア．消火栓（  カ所）  イ．貯水槽  基（  ㎡）  エ．その他（  ） 

区 画 数 （      ）区画      計画人口         人 



宅地明細表（住宅用地、公益施設用地） 

街区又は 
区画番号 

面 積 
住宅等の

敷 地 数 

戸当平均 

面 積 
予定建築物等 番号 面 積 予定建築物等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡ 区画 ㎡   ㎡  

住 宅 

用地計 

 

 

   公 益 

施設計 

  

最小区画面積     ㎡ 

最大区画面積     ㎡ 

 

道路明細表 

番 号 幅 員 延 長 面 積 管理者 用地の帰属 備 考 

 

 

 

 

 

法部分 

ｍ ｍ ㎡  

 

 

 

 

 

  

計 
 

 

   

 

  

 

公園等明細表 

番  号 面   積 管理者 用地の帰属 備   考 

 

 

 

 

 

㎡    

計 
 

 

   



第11号様式（第２条関係） 

移 転 （ 拡 張 ） 前 後 対 照 表 

 

区    分 移転（拡張）前 移転（拡張）後 

敷 
 
 
 
 
 
 

地 

所   在 

 

 

 

 

 

 

面   積 ㎡ ㎡ 

建 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物 

建 築 面 積 

 

延 べ 面 積 

㎡ 

 

㎡ 

㎡ 

 

㎡ 

構   造 

 

 

 

 

 

 

用   途 

 

 

 

 

 

 

 

申  請  者 
住 所 

氏 名 

収用対象事業名  



第12号様式（第２条関係） 

公共事業による建築等移転証明書 

建築等の所有者 

住所又は所在地 
 

氏名又は名称 
 

 

上記の者は、                                  起業の 

                                       工事のため 

下記物件を移転するものであることを証明する。 

 

年  月  日 

証明者               印 

 

記 

移 転 の 対 象 と な っ た 物 件 

所 在 地 番 種   類 数 量 摘   要 

    

    

    

    

    

    

    

    

（注）関係図面添付：「摘要」欄には、補償の内容、補償金額を記入すること。 

 



第13号様式（第４条関係） 

工 事 着 手 届 出 書 

 

年  月  日  

郡山市長 

住  所 

氏  名                    

TEL 

 

都市計画法に基づく開発行為について、下記のとおり工事に着手しますので届け出ます。 

 

記 

開発許可年月日・許可番号 年  月  日   郡山市指令(文書の記号)第   号  

開 発 区 域 の 名 称 
郡山市 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

工事施行者 

住 所  

名 称 及 び 

代表者氏名 
TEL 

現場管理者 

住 所  

氏 名 TEL 

※ 受 付 及 び 処 理 欄 
 

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ 主要な工事の工程表を添付すること。 

 



第14号様式（第５条関係） 

 

  40cm以上  

  

開 発 標 識 

許 可 番 号 郡山市指令(文書の記号)第   号 
 

許 可 年 月 日    年   月   日  

工 事 予 定 期 間 年   月   日～    年   月   日  

開発区域の所在地番 
郡山市  

開 発 区 域 の 面 積 ㎡  
30cm 

以上 

許 可 を 受 け た 者 

の 住 所 及 び 氏 名 TEL  

工 事 施 行 者 の 

住 所 及 び 氏 名 TEL  

工事現場管理者氏名 
TEL  

許 可 権 者 郡山市長 
 

     

    １ｍ 

Ｇ.Ｌ 

   以上 

 

 



第15号様式（第７条関係） 

開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 

都市計画法第35条の２第１項の規定により、開発行為の変更の許可を申

請します。 

郡 山 市 長 

年   月   日 

〒 

住  所 

申 請 者 

氏  名                  

TEL 

※ 手 数 料 

円 

※ 収 受 欄 

開 発 許 可 年 月 日 ・ 番 号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号 

変 

更 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま れ る  

地 域 の 名 称 

郡山市 

２ 開発区域の地目・面積  地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途面積 用途 ㎡ 

４ 工事施行者の住所氏名   

５ 工 事 着 手 予 定 年 月 日  年   月   日 

６ 工 事 完 了 予 定 年 月 日  年   月   日 

７ 
自己の居住又は業務の用 

に供するものか否かの別 
自己用（居 住・業 務） その他（      ） 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

住  所 

申請代理者   氏  名 

電  話 TEL 

（注）１ 申請者又は工事施行者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ ※印欄は記載しないこと。 

４ 「８ その他必要な事項」欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令に

よる許可認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

５ 前回までの許可書の写しを添付すること。 

６ 「変更前後対照表」を添付すること。 

７ 工事施行状況を記載した図書を添付すること。 



 

第16号様式（第８条関係） 

開 発 行 為 変 更 協 議 書 

都市計画法第35条の２第４項の規定により、開発行為の変更の協議をお

願いします。 

郡 山 市 長 

年   月   日 

〒 

住  所 

協議者 

氏  名                 ㊞ 

TEL 

※ 収 受 欄 

 

開発行為協議成立年月日・番号 年  月  日 郡(文書の記号)第  号 

変 

更 

行 

為 

の 

概 
要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま れ る  

地 域 の 名 称 

郡山市 

２ 開発区域の地目・面積  地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途面積 用途 ㎡ 

４ 工事施行者の住所氏名   

５ 工 事 着 手 予 定 年 月 日  年   月   日 

６ 工 事 完 了 予 定 年 月 日  年   月   日 

７ 
自己の居住又は業務の用 

に供するものか否かの別 
自己用（居 住・業 務） その他（      ） 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

（注）１ 協議者又は工事施行者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ 「８ その他必要な事項」欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令に

よる許可認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

４ 前回までの協議成立書及び通知書の写しを添付すること。 

５ 「変更前後対照表」を添付すること。 

６ 工事施行状況を記載した図書を添付すること。 



第17号様式（第７条、第８条関係） 

変更前後対照表（開発行為変更概要書） 

 

１ 開発区域の変更 

 変  更  前 変  更  後 変 更 す る 理 由 

地 

域 

の 

名 

称 

 

 

 

 

 

 

 

  

面積 ㎡ ㎡  

 

２ 設計内容の変更 

変更前の設計の内容 変更後の設計の内容 変 更 す る 理 由 

図 面 番 号 及 び  

図 面 内 の 変 更  

箇 所 番 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



第18号様式（第９条関係） 

開 発 行 為 変 更 届 出 書 

 

年  月  日  

郡山市長 

住 所 

届出者 

氏 名                 

TEL 

 

都市計画法第3 5条の２第３項の規定に基づき、開発行為の変更について、下記により届け出ます。 

 

記 

 

許 可 年 月 日 ・ 番 号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第   号  

変 
 
 

更 
 
 

行 
 
 

為 
 
 

の 
 
 

概 
 
 

要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま 

れ る 地 域 の 名 称 

郡山市 

２ 
開 発 区 域 の 

地 目 ・ 面 積 
地目 ㎡ 

３ 
予 定 建 築 物 等 の 

用 途 ・ 面 積 
用途 ㎡ 

４ 変 更 内 容 

及 び 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 届出者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 前回までの許可書の写しを添付すること。 

 



第19号様式（第10条関係） 

工事完了公告前の建築等承認申請書 

年   月   日  

郡山市長 

住 所 

申請者 

氏 名                

 

TEL 

 

都市計画法第3 7条第１号の規定により開発行為に関する工事の完了公告前の建築等を承認されたく

申請します。 

記 

開 

発 

許 

可 

の 

概 

要 

１ 
開発許可を受けた者の  

住 所 及 び 氏 名  

 

２ 許 可 年 月 日 及 び 番 号  年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号  

３ 
開 発 区 域 に 含 ま れ る  

地 域 の 名 称 

 

建 

築 

の 
概 
要 

１ 
建築等をしようとする  

土 地 の 所 在 及 び 面 積  

 

２ 建築物等の構造及び面積 
 

３ 建 築 物 等 の 用 途  
 

申 

請 

の 

理 

由 

  

 

 

 

 

（注）１ 申請者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 添付書類 

(1) 許可書の写し (2) 位置図 (3) 土地利用計画図（申請箇所明示） 

(4) 土地登記事項証明書及び公図（字限図） (5) 現況図又は現況写真 (6) 建築物等概要書 

(7) 建物配置図 (8) 建物平面図及び立面図 (9) 念書（開発行為の検査済証の交付及び工

事完了公告があるまで営業等建物を使用しない旨等、必要に応じて） 

 



第20号様式（第10条、第16条関係） 

建 築 物 概 要 書 

 

主 要 用 途 

 
建 築 面 積 延 べ 面 積 敷 地 面 積 建 ぺ い 率 

申 請 部 分 ㎡ ㎡  
％ 

申 請 以 外 

の 部 分 
㎡ ㎡  

合   計 ㎡ ㎡ ㎡ 

建   築   物   棟   別   概   要 

棟 

番 

号 

用   途 

工
事
種
別 

構 造 
階 

数 

建 築 

面 積 

延 べ 

面 積 
外壁仕上 

最 高 の 

高 さ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

     
㎡ ㎡  ｍ 

備 
 
 
 
 
 

考 

 

 



第21号様式（第11条関係） 

地 位 の 承 継 届 出 書 

 

年   月   日  

 

郡山市長 

 

届出者 住  所 

（承継人） 

氏  名               ㊞ 

TEL 

 

都市計画法第4 4条の規定により、下記のとおり許可に基づく地位を承継したので届け出ます。 

 

記 

 

開 

発 

許 

可 

の 

概 

要 

１ 
開発許可を受けた者の 

住 所 及 び 氏 名 

 

 

 

２ 許可年月日及び番号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号  

３ 
開発区域に含まれる 

地 域 の 名 称 

 

 

 

４ 承 継 年 月 日 年   月   日 

５ 承 継 の 理 由 

 

 

 

（注）１ 届出者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 個人については、土地の登記事項証明書を添付すること。 

３ 法人については、承継したことを証する書類を添付すること。 

４ 許可書の写しを添付すること。 

５ 実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

 



第22号様式（第12条関係） 

地 位 の 承 継 承 認 申 請 書 

都市計画法第45条の規定により、地位の承継承認を申請します。 

郡山市長 

年  月  日 

〒 

申請者 住 所 

（承継人） 

氏 名              ㊞ 

TEL 

※ 手 数 料 

円 

※ 収 受 欄 

開発許可年月日及び番号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号  

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

郡山市 

 

 

被承継人の住所及び氏名 
 

 

土 地 の 所 有 権 等 を 取 得 

し た 年 月 日 
年   月   日 

承 継 の 理 由 

 

 

 

 

工 事 施 行 者 の 

住 所 及 び 氏 名 

 

 

 

 

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印欄は記載しないこと。 

３ この申請書には土地の売買契約書等所有権その他工事施行に関する権限を承継したことを

証する書類を添付すること。 

４ １ha以上の自己業務用及び自己用以外の場合は、承継しようとする者の資力、信用に関す

る調書を添付すること。 

５ 許可書の写しを添付すること。 

６ 実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

 



第23号様式（第13条関係） 

開発行為に関する工事の廃止届出書 

 

年  月  日  

郡山市長 

 

住 所 

届出者 

氏 名                ㊞ 

TEL 

 

都市計画法第3 8条の規定により、開発行為に関する工事を下記のとおり廃止しましたので届け出

ます。 

 

記 

 

１ 開発許可年月日及び番号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第   号  

２ 
開発行為に関する工事を 

廃 止 し た 年 月 日  

 

 

 

３ 
開発行為に関する工事の 

廃止に係る地域の名称  

郡山市 

 

 

 

４ 
開発行為に関する工事の 

廃止に係る地域の面積  

 

 

 

 

（注）１ 届出者が法人の場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

２ 許可書の写しを添付すること。 

３ 工事を廃止する理由書を添付すること。 

４ 廃止時における土地の状況を表した図書を添付すること。 

５ 廃止に伴う措置方針を表した図書を添付すること。 

６ 実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

 



第24号様式（第14条関係） 

工 事 完 了 届 出 書 

 

年  月  日  

 

郡山市長 

 

住 所 

届出者 

氏 名                  

TEL 

 

都市計画法第3 6条第１項の規定により、開発行為に関する工事（許可番号       年   月 

  日郡山市指令(文書の記号)第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日         年   月   日 

２ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

郡山市 

 

 

※ 受 付 番 号 年   月   日   第    号 

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 結 果 合   ・   否 

※ 検 査 済 証 番 号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号 

※ 工事完了公告年月日 年   月   日 

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印のある欄は記入しないこと。 

 



第24の2号様式（第14条関係） 

工 事 完 了 届 出 書 

 

年  月  日  

 

郡山市長 

 

住 所 

届出者 

氏 名                 ㊞ 

TEL 

 

都市計画法第36条第１項の規定により、開発行為に関する工事（協議成立番号     年   月 

  日郡 (文書の記号)第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日         年   月   日 

２ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

郡山市 

 

 

※ 受 付 番 号 年   月   日   第    号 

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 結 果 合   ・   否 

※ 検 査 済 証 番 号 年  月  日 郡 (文書の記号)第  号 

※ 工事完了公告年月日 年   月   日 

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

３ ※印のある欄は記入しないこと。 



第25号様式（第14条関係） 

公 共 施 設 工 事 完 了 届 出 書 

 

年  月  日  

 

郡山市長 

 

住 所 

届出者 

氏 名                  

TEL 

 

都市計画法第3 6条第１項の規定により、公共施設に関する工事（許可番号      年  月  

 日   郡山市指令(文書の記号)第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日          年  月  日 

２ 工事完了した公共施設が存する開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

郡山市 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

※ 受 付 番 号 年   月   日   第    号 

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 結 果 合   ・   否 

※ 検 査 済 証 番 号 年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号 

※ 工事完了公告年月日 年   月   日 

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印のある欄は記入しないこと。 

 



第25の2号様式（第14条関係） 

公 共 施 設 工 事 完 了 届 出 書 

 

年  月  日  

 

郡山市長 

 

住 所 

届出者 

氏 名                 ㊞ 

TEL 

 

都市計画法第36条第１項の規定により、公共施設に関する工事（協議成立番号    年  月  

 日   郡 (文書の記号)第   号）が下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事完了年月日          年  月  日 

２ 工事完了した公共施設が存する開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

郡山市 

 

３ 工事を完了した公共施設 

 

※ 受 付 番 号 年   月   日   第    号 

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 結 果 合   ・   否 

※ 検 査 済 証 番 号 年  月  日 郡 (文書の記号)第  号 

※ 工事完了公告年月日 年   月   日 

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

３ ※印のある欄は記入しないこと。 

 



公共施設工事完了届出書・工事完了届出書 

（ 添 付 図 面 ） 

 添 付 図 面 等 縮  尺 明 示 す る 事 項 

公 

共 

施 

設 

工 

事 

完 

了 

届 

出 

書 

位 置 図 25,000分の1以上 目印となる建物等の名称 

公 共 施 設 工 事 完 了 図 300分の1以上 
構造、規模、名称等を明示 

（土地利用計画図に準じて作成のこと） 

地 積 測 量 図 〃 算定式も記入のこと 

新旧公共施設地積求積図  〃 〃 

新 旧 土 地 所 在 図 〃 地番 

写 真  工事施行中及び工事施行前後の写真 

工 

事 

完 
了 

届 

出 

書 

位 置 図 25,000分の1以上 目印となる建物等の名称 

工 事 完 了 図 300分の1以上 
構造、規模、名称等を明示 

（土地利用計画図に準じて作成のこと） 

地 積 測 量 図 〃 算定式も記入のこと 

区 画 割 求 積 図 〃 〃 

新 旧 土 地 所 在 図 〃 地番 

写 真  工事施行中及び工事施行前後の写真 

（注）１ 開発区域の規模によりここに定めた縮尺によりがたいときは変更を認める。 

２ 写真撮影の方法は、共通仕様書（福島県土木部発行「土木工事偏Ⅱ（土木工事施工管理規

準及び規格値）」）によること。 

 



第26号様式（第15条関係） 

費 用 負 担 の 協 議 申 請 書 

 

年  月  日  

（ 協 議 先 名 ） 

住 所 

申請者 

氏 名                

TEL 

都市計画法第4 0条第３項の規定により、公共施設の用に供する土地の帰属に伴い、下記のとおり費

用の負担について協議を申し出ます。 

記 

 

１ 負 担 を 求 め よ う と す る 額 

 

２ 

法第36条第３項の公告の日に 

おけ る土地の 所在、地 番、 

地 目 及 び 面 積 

 

３ 
費用負担を求めようとする土 

地の取得に要すべき費用の額 

 

４ 上記３の費用の額の積算基礎 

 

５ 土 地 の 用 途 

 

６ 添 付 図 書 

① 工事完了公告時において、費用負担に係る土地を所有し

ていたことを証する書類 

② 当該土地の位置及び区域を明示する図書 

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ この申出書は、法第3 6条第３項の規定による工事完了公告の日から３か月以内に提出する

こと。 

４ 土地の用途は、政令第3 2条に掲げる区分により記入すること。 



第 27号様式（第 16条関係） 

建 築 物 の 特 例 許 可 申 請 書 

都市計画法第41条第２項ただし書の規定により建築の許可を申請し

ます。 

 

郡山市長 

 

年  月  日  

〒 

住所 

申請者 

氏名             

 

※ 手 数 料 

 

円 

※ 収 受 欄 

開 発 許 可 年 月 日 

及 び 番 号 
年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第  号  

建築をしようとする土地 

所在地番 
 

 

地 目 
 

 
面 積 ㎡ 

建 築 物 の 用 途 
 

 

建築しようとする建築物 

敷地面積 建築面積 述べ面積 階 数 構 造 

㎡ 

 

 

㎡ ㎡   

建築着手予定年月日  年  月  日 

（注）１ 申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載すること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ ※印欄は、記載しないこと。 

４ 「建築物の用途」欄には、「住宅」「工場」「事務所」「店舗」等具体的に記載すること。 

５ この申請書には、位置図・区域図・現況図・土地利用計画図・建物平面図等を添付するこ

と。 

６ 建築しなければならない理由書を添付すること。 

７ 「建築物等概要書」を添付すること。 

８ 許可書の写しを添付すること。 



第 28号様式（第 17条関係） 

予定建築物等以外の建築等許可申請書 

 

都市計画法第42条第１項ただし書の規定により            の 

 

         の許可を申請します。 

※ 手 数 料 

 

 

円 

 

郡山市長 

年   月   日 

〒 

住 所 

申請者 

氏 名               

※ 収 受 欄 

１ 開 発 許 可 年 月 日  年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第   号  

２ 工 事 完 了 公 告 年 月 日  年   月   日 

３ 許可申請に係る土地の所在 
郡山市 

４ 
許可申請に係る土地の  

地 目 及 び 面 積  
地目 ㎡ 

５ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

６ 
開発許可を受けた際の  

建 築 物 等 の 用 途  
 

７ 建築等着手予定年月日  年   月   日 

８ 建築等完了予定年月日  年   月   日 

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署

で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ ※印欄は、記載しないこと。 

４ 「建築物等の用途」欄には、「工場」「住宅」「事務所」「店舗」等具体的に記載するこ

と。 

５ この申請書には、位置図・区域図・現況図・土地利用計画図・建物平面図等を添付するこ

と。 

６ 建築等しなければならない理由書を添付すること。 

７ 許可書の写しを添付すること。 

建築物 

第一種特定工作物 新   築 

改   築 

用途の変更 

新   設 



第 29号様式（第 18条関係） 

予定建築物等以外の建築等協議書 

 

 都市計画法第42条第２項の規定により              の 

 

         について協議をお願いします。 

 

※ 収 受 欄 

郡山市長 

 

〒 

住 所 

協議者 

氏 名 

 

年  月  日 

 

 

 

㊞ 

１ 開 発 許 可 年 月 日  年  月  日 郡山市指令(文書の記号)第   号  

２ 工 事 完 了 公 告 年 月 日  年   月   日 

３ 許可申請に係る土地の所在 
郡山市 

４ 
許可申請に係る土地の  

地 目 及 び 面 積  
地目 ㎡ 

５ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

６ 
開発許可を受けた際の  

建 築 物 等 の 用 途  
 

７ 建築等着手予定年月日  年   月   日 

８ 建築等完了予定年月日  年   月   日 

（注）１ 協議者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印欄は、記載しないこと。 

３ 「建築物等の用途」欄には、「工場」「住宅」「事務所」「店舗」等具体的に記載するこ

と。 

４ この申請書には、位置図・区域図・現況図・土地利用計画図・建物平面図等を添付するこ

と。 

５ 建築等しなければならない理由書を添付すること。 

６ 許可書の写しを添付すること。 

建築物 

第一種特定工作物 新   築 

改   築 

用途の変更 

新   設 



第 30号様式（第 19条関係） 

市街化調整区域における建築等申請書 

 

都市計画法第43条第１項の規定により              の 

 

         の許可を申請します。 

※ 手 数 料 

 

 

円 

 

郡山市長 

年  月  日  

〒 

住 所 

申請者 

氏 名              

※ 収 受 欄 

１ 許可申請に係る土地の所在 
郡山市 

 

２ 
許 可 申 請 に 係 る 土 地 の  

地 目 及 び 面 積  
地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

４ 
用途変更をしようとする場合 

には変更前の建築物の用途 
 

５ 建 築 等 着 手 予 定 年 月 日  年   月   日 

６ 建 築 等 完 了 予 定 年 月 日  年   月   日 

７ 
政令第 36 条（法第 34 条）の 

該当号及び該当する理由  
 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

 

住  所 
申請代理者   氏  名 

電  話 TEL 

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す
ること。 

２ 申請者は氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行うこと。記載を自署
で行わない場合には、実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること。 

３ ※印欄は、記載しないこと。 
４ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定
工作物の新設をすることについて他の法令による許可認可を要する場合に、その手続きの状
況を記載すること。 

建築物 

第一種特定工作物 新   築 

改   築 

用途の変更 

新   設 



第 31号様式（第 20条関係） 

市街化調整区域における建築等協議書 

 

都市計画法第43条第３項の規定により              の 

 

         の協議をお願いします。 

※ 収 受 欄 

 

郡山市長 

年  月  日  

〒 

住 所 

協議者 

氏 名             ㊞ 

 

１ 許可申請に係る土地の所在 
郡山市 

 

２ 
許 可 申 請 に 係 る 土 地 の  

地 目 及 び 面 積  
地目 ㎡ 

３ 予定建築物等の用途、面積 用途 ㎡ 

４ 
用途変更をしようとする場合 

には変更前の建築物の用途 
 

５ 建 築 等 着 手 予 定 年 月 日  年   月   日 

６ 建 築 等 完 了 予 定 年 月 日  年   月   日 

７ 
政令第 36 条（法第 34 条）の 

該当号及び該当する理由  
 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す
ること。 

２ 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、
押印を省略することができる。 

３ ※印欄は、記載しないこと。 
４ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定
工作物の新設をすることについて他の法令による許可認可を要する場合に、その手続きの状
況を記載すること。 

建築物 

第一種特定工作物 新   築 

改   築 

用途の変更 

新   設 



第32号様式（第21条関係） 

 

          40cm以上  

   

建 築 標 識 

許 可 番 号 郡山市指令(文書の記号)第  号  

許 可 年 月 日 年   月   日  

   

建 築 予 定 期 間 年   月   日～   年   月   日  

建築に係る土地の 

所 在 地 番 

 
 

建 築 に 係 る 

土 地 の 面 積 
㎡  

30cm 

以上 

許 可 を 受 け た 者 

の 住 所 及 び 氏 名 TEL 
 

工 事 施 行 者 の 

住 所 及 び 氏 名 TEL    

建 築 物 等 の 用 途 
 

 

許 可 権 者 郡山市長 
 

      

    １ｍ  

Ｇ．Ｌ 

   以上  

 



第 33号様式（第 22条関係） 

既 存 の 権 利 の 届 出 書 

都市計画法第 34条第 13号の規定により、既存の権利を届け出ます。 

 

郡山市長 

 

年  月  日 

〒 

住 所 

届出者 

氏 名 

TEL 

※ 収 受 欄 

 

 

 

届け出しようとする土地 

所在地番 
郡山市 

地  目  地  積 ㎡ 

届出者の職業（法人に 

あってはその業務内容） 

 

 

 

市街化調整区域が指定さ 

れた際、土地に関する権 

利を有していた目的  

 

 

 

 

土地の利用に関する所有 

権以外の権利を有する場 

合においては、当該権利 

の 種 類 及 び 内 容  

 

 

 

 

 

※ 決   裁   欄 

部 長 次 長 課 長 課長補佐 係 長 係 員 

 

 

 

 

     

（注）１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

２ ※印欄は、記載しないこと。 

３ 権利を証する書類（所有権及び地上権の場合は土地登記簿謄本、賃借権の場合は当該契約

書（印鑑証明書添付））を添付すること。 

４ 届出をしようとする土地が、農地の場合は、農地転用許可書の写しを添付すること。 

 



第 34号様式（第 24条関係） 

開発登録簿写しの交付申請書 

都市計画法第47条第５項の規定により、開発登録簿の写しの交付を申請

します。 

 

郡山市長 

  

 収 受 欄 

 

住 所 

申請者 

氏 名 

                  

             連絡先 

 

１． 開発登録簿整理番号  

２．申 請 枚 数 （図面枚数／Ａ３で１枚）を含む             枚 

 

※ 記載省略可 （１の開発登録簿整理番号を記載した場合） 

３． 

住 所 及

開 発 許 可 

年 月 日 及 び 番 号 
年   月   日          第        号 

開発許可を受けた者 

の 住 所 及 び 氏 名 

 

 

（注）申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称(及び代表者の氏名)を記載 

 

 

郡山市の記載欄 

交 付 年 月 日 年    月    日 照  合  

交付枚数及び手数料 

             交付枚数         手数料 

 

＠４７０円 ×        枚 ＝           円  

      年   月   日 

 



第 35号様式（第 25条関係） 

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書 

建築基準法第６条第１項（同法第88条第１項又は第２項において準用する場合

を含む。）の規定による確認を申請したいので、次のことについて都市計画法の規

定に適合している旨の証明書の交付を申請します。 

※1 手 数 料 

 

円 

郡山市長 

年  月  日 

〒 

住  所 

申請者 

氏  名                 

TEL 

建築（建設）敷地の所  

在・地番・地目・地積  

郡山市 

 

 

該 当 条 文 
都市計画法  □第 29条   □第 35条の２  □第 41条 

       □第 42条   □第 43条    □第 53条 

区 域 区 分 

□ 市街化区域 

□ 市街化調整区域 

□ その他の区域 

用途地域 

 

開 発 許 可 等 の  

年 月 日 及 び 番 号 

年  月  日  郡山市指令指第   号（    ） 

年  月  日  郡山市指令都第   号（    ） 

年  月  日        第   号（    ） 

都市計画法第 41 条に 

よ る 制 限 の 内 容 

 

 

建 築 （ 建 設 ） 計 画  

の 概 要  

開 発 行 為  有    無 （          ㎡） 

用 途  敷地面積 ㎡ 

工事の種別  建築面積 ※2        ㎡ 

そ の 他  延べ面積 ※2        ㎡ 

※ 上記の建築計画については、都市計画法の規定に適合することを証明します。 

年  月  日 

郡山市長                印 

（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す
ること。 

２ ※1印の欄は、記載しないこと。※2印の欄は、所在が市街化調整区域の際に記載すること。 
３ 該当する事項（□印）にレ印を付けること。 
４ 添付書類：案内図、登記事項証明書、公図、建築計画概要書、配置図、平面図、立面図、

敷地求積図、その他必要書類 
５ 提出部数：正副各一部 
 


